
数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 税　　額 数　　量 数　　量

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL kL

清 酒 77,156 7,614,336 38 2,978 77,192 7,617,317 821 79,256 7 700 76,358 7,537,360 24,980 5,167

合 成 清 酒 3,432 336,030  -  - 3,432 336,030 7 738 0 3 3,424 335,288 128 80

連続式蒸留しょうちゅう 47,361 11,215,065  -  - 47,361 11,215,065 141 38,089 1 220 47,218 11,176,754 3,512 75

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う 4,356 1,051,285  -  - 4,356 1,051,285 27 10,317 4 768 4,325 1,040,202 983 7

み り ん 11,939 238,775  -  - 11,939 238,775 257 5,151 1 14 11,680 233,610 10,464 203

ビ ー ル 556,617 100,745,228 556,617 100,745,228 10,235 1,852,527 6 1,164 546,374 98,891,535 16,371 1,440

果 実 酒 31,752 3,128,197 1,767 139,696 33,518 3,267,897 1,865 168,019 4 402 31,651 3,099,477 21,705 16

甘 味 果 実 酒 875 158,837 4,725 377,940 5,601 536,777 411 45,289 0 8 5,189 491,482 6,518 2

ウ イ ス キ ー 43,880 16,679,879 7,631 610,407 51,511 17,290,286 600 235,344 1 313 50,909 17,054,630 62,328 178

ブ ラ ン デ ー 1,020 379,914 0 0 1,020 379,914 4 1,608 0 12 1,015 378,295 821 1

原 料 用 ア ル コ ー ル 10 5,122  -  - 10 5,122 1 307 0 0 9 4,815 5,843  - 

発 泡 酒 422,814 56,832,540 422,814 56,832,540 11,653 1,566,960 5 610 411,155 55,264,974 5,234 148

そ の 他 の 醸 造 酒 1,055 105,517 0 0 1,055 105,517 221 22,212 0 25 833 83,280 40 2

ス ピ リ ッ ツ 4,171 780,407 240,337 19,226,910 244,507 20,007,317 14,411 1,257,693 1 134 230,096 18,749,489 88,362 4,409

リ キ ュ ー ル 25,018 5,306,230 218,448 17,475,953 243,467 22,782,179 10,362 919,773 4 314 233,100 21,862,093 79,098 883

粉 末 酒 ・ 雑 酒 2 586  -  - 2 586 0 20 0 0 2 566 1 1

軽 減 額  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - △ 710,465  -  - 

合 計 1,231,468 204,577,952 472,945 37,833,889 1,704,415 242,411,839 51,025 6,203,303 33 4,686 1,653,355 235,493,381 326,391 12,615

　調査期間等：　令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、令和７年４月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。

　用語の説明：　「未納税移出」とは、製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものをいい、「輸出免税」とは、輸出する目的で酒類を製造場から移出するとき、酒税の免除を受けて移出するものを

　　　　　　　いう。

　　　（注）１　「特例税率適用」欄は、各品目（ビール及び発泡酒を除く。）でその他の発泡性酒類（発泡性があり、かつ、アルコール分が10度未満であるもの）になるものを示す。

　　　　　　２　「酒税法（第30条第１項、第２項及び第３項）」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を、当該製造場に戻し入れた場合の酒税額の控除等を示す。

　　　　　　３　税関分は含まない。

８－１　課税状況

(1)　課税状況

区 分

課 税 控 除

課 税 実 数

免 税

一 般 税 率 適 用 特 例 税 率 適 用 計

酒 税 法
災 害 減 免 法
〔第７条第１項〕

未納税移出 輸出免税第30条第１項、
第２項及び第３項

関東信越国税局
酒税１
(R06)



(2)　課税状況の累年比較

数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額 数　量 税　額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

令和２年度 76,259     8,185,865    3,678      361,445     50,990     12,077,621   340,289    71,382,051   1,207,749  123,122,455   1,678,973  215,129,435   

令和３年度 75,881     7,850,382    3,697      362,860     48,330     11,462,901   367,226    73,379,814   1,106,008  121,120,364   1,601,134  214,176,321   

令和４年度 78,499     8,121,286    3,870      380,063     51,401     12,220,752   460,340    91,994,828   1,003,127  114,579,417   1,597,260  227,296,356   

令和５年度 77,641     7,610,104    3,587      351,578     49,866     11,922,710   520,024    99,226,252   992,593    116,355,712   1,643,710  235,466,357   

令和６年度 76,358     7,537,360    3,424      335,288     51,543     12,216,956   546,374    98,891,535   975,639    117,222,711   1,653,355  235,493,381   

　　　　　 であり、令和６年度の「計」の税額については、同法第87条の規定を適用（710,465千円）した金額である。

計

（注）　１　　「焼酎」の計数は連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎の合計である。

　　　　２　　令和６年度の各品目の税額について、令和５年改正法による措置法第87条の規定の適用を受ける酒類は、同法第87条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基にしたもの

年　　度
清　　　　酒 合　成　清　酒 焼    　　酎 ビ　ー　ル そ　の　他

関東信越国税局
酒税１
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(3)　都道府県別課税状況

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

茨 城 県 計 2,598 219,881 X X 1,320 298,920 121 18,393 X X 406,176 73,519,979 茨 城 県 計

栃 木 県 計 7,836 750,276 X X X X 349 79,288 X X 162 30,135 栃 木 県 計

群 馬 県 計 2,379 235,376 X X 34,231 8,152,756 3,172 778,092  -  - 130,789 23,672,901 群 馬 県 計

埼 玉 県 計 26,401 2,632,877 X X 10,040 2,362,128 24 5,952 4,947 98,947 1,803 327,155 埼 玉 県 計

新 潟 県 計 28,233 2,809,751 87 8,734 402 101,445 228 50,839 X X 2,263 405,123 新 潟 県 計

長 野 県 計 8,911 889,199 X X X X 431 107,638 X X 5,181 936,242 長 野 県 計

総 計 76,358 7,537,360 3,424 335,288 47,218 11,176,754 4,325 1,040,202 11,680 233,610 546,374 98,891,535 総 計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

茨 城 県 計 55 4,322 4 454 1,958 170,505 0 91 X X 239,594 32,172,737 茨 城 県 計

栃 木 県 計 27,222 2,696,501 5,145 487,097 48,151 16,638,633 1,005 374,043 X X 151 25,971 栃 木 県 計

群 馬 県 計 86 6,217 3 365 20 7,753 X X  -  - 170,211 22,853,192 群 馬 県 計

埼 玉 県 計 76 7,917 4 439 460 185,276 0 △ 16 X X 406 72,878 埼 玉 県 計

新 潟 県 計 452 34,141 0 2 52 16,290 X X X X 166 29,331 新 潟 県 計

長 野 県 計 3,760 350,379 33 3,125 268 36,173 6 2,422 X X 627 110,865 長 野 県 計

総 計 31,651 3,099,477 5,189 491,482 50,909 17,054,630 1,015 378,295 9 4,815 411,155 55,264,974 総 計

数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額 数 量 税 額

kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円 kL 千円

茨 城 県 計 0 48 94,184 7,532,501 65,246 5,251,158 0 20  - △ 25,859 811,491 119,185,572 茨 城 県 計

栃 木 県 計 △ 1 △ 76 127,026 10,459,796 128,051 13,006,415 0 0  - △ 37,977 351,117 44,863,976 栃 木 県 計

群 馬 県 計 2 251 △ 12 4,187 2,131 224,820  -  -  - △ 59,264 343,651 55,940,200 群 馬 県 計

埼 玉 県 計 12 1,162 4,663 375,821 20,759 1,672,193  -  -  - △ 77,425 71,816 7,885,311 埼 玉 県 計

新 潟 県 計 772 77,173 126 25,809 613 103,594 2 470  - △ 266,450 35,441 3,440,230 新 潟 県 計

長 野 県 計 48 4,722 4,109 351,375 16,300 1,603,913 0 76  - △ 243,490 39,839 4,178,092 長 野 県 計

総 計 833 83,280 230,096 18,749,489 233,100 21,862,093 2 566  - △ 710,465 1,653,355 235,493,381 総 計

県 名県 名

県 名

清 酒 合 成 清 酒

甘 味 果 実 酒 ブ ラ ン デ ーウ イ ス キ ー

ビ ー ル

県 名
発 泡 酒原 料 用 ア ル コ ー ル果 実 酒

連 続 式 蒸 留 焼 酎 み り ん単 式 蒸 留 焼 酎

県 名県 名
そ の 他 の 醸 造 酒 ス ピ リ ッ ツ 合 計粉 末 酒 ・ 雑 酒リ キ ュ ー ル 軽 減 額

関東信越国税局
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(1)　製成数量

① ② ③ ④
①＋②＋
③-④

令和７年３月
31日現在

kL kL kL kL kL kL

(62,141) (62,036) (42,993)

66,242 0 731 65,511 47,967

(2,328) (2,328) (102)

3,473 3 2 3,474 149

連 続 式 蒸 留 焼 酎 49,685 2 3,248 530 52,406 3,581

単 式 蒸 留 焼 酎 1,266 15 533 2,773 △ 964 4,106

み り ん 15,815  - 2,940 12,875 1,480

ビ ー ル 543,526  - 10,227 533,298 12,173

果 実 酒 64,710 0 28,735 35,972 11,337

甘 味 果 実 酒 12,467 1 4,051 8,417 714

ウ イ ス キ ー 63,554  - 38,446 25,111 7,660

ブ ラ ン デ ー 1,038  - 6 1,032 516

発 泡 酒 509,533 0 164,378 345,154 8,334

そ の 他 の 醸 造 酒 878  - 33 845 162

原 料 用 ｱ ﾙ ｺ ｰ ﾙ
・ ス ピ リ ッ ツ

222,394 11 10,369 212,033 7,579

リ キ ュ ー ル 259,421 2 48,019 211,404 7,663

粉 末 酒 ・ 雑 酒 20  - 10 11 27

合　　　　　　　　　計 1,814,024 34 3,783 311,254 1,506,579 113,459

　　（注）１　犯則分は含まない。

　　　　　２　（　）書はアルコール分20度分に換算した数量を示す。

　　　　　３　ウイスキー及びブランデーはアルコール分40度に、原料用アルコール及びスピリッツはアルコール分100度にそれぞ
　　　　　　れ換算したものである。

調査期間等：　令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に製成された酒類について、酒類製造者から申告された「酒類の製成
      　    及び移出の数量等申告書」に基づき作成したものである。

用途変更等
区 分

計

清 酒

合 成 清 酒

８－２　製成数量

製　　　成　　　数　　　量　　　等

手 持 数 量
製 成

アルコール等
混和

焼酎の品目別
アルコール分等

変更

関東信越国税局
酒税２
(R06)



(2)　製成数量の累年比較

清 酒 合 成 清 酒
連 続 式 蒸 留

焼 酎
単 式 蒸 留

焼 酎
み り ん ビ ー ル

果 実 酒 ・
甘 味 果 実 酒

ウイスキー・
ブ ラ ン デ ー

発 泡 酒
そ の 他 の
醸 造 酒

原料用ｱﾙｺｰﾙ
・スピリッツ

リ キ ュ ー ル 粉末酒・雑酒 合 計

kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL kL

59,432      3,752       49,757      △ 1,053 8,512       329,845     44,485      30,394      24,159      58,638      244,467     649,772     11          1,502,170   

60,450      3,736       48,101      △ 1,110 9,234       350,869     41,263      27,587      35,066      50,090      219,025     582,315     △ 6 1,426,627   

64,712      3,958       51,520      △ 1,242 9,281       449,586     44,761      41,828      35,601      45,016      179,204     508,500     △ 10 1,432,726   

65,068      3,610       50,069      △ 1,149 9,679       507,734     44,916      32,193      200,051     22,886      186,014     348,284     △ 2 1,469,359   

65,511 3,474 52,406 △ 964 12,875 533,298 44,389 26,143 345,154 845 212,033 211,404 11 1,506,579令和６年度

年 度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

関東信越国税局
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